
※住宅貸付け等（住宅・住宅災害・介護構造） 

ア 貸付種別，貸付限度額一覧表 

貸付種別 貸付限度額 貸 付 事 由 

住宅貸付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800万円

 

※右の方法

で算出した

限 度 額 と

1,800万円

を比較して

少ない方の

額 

組合員が自己の用に供するための住宅の新築，増築，改築，移築，修理，

購入，若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入，借入れ若しくは補修をする

ため資金を必要とする場合 

 

◇〈限度額の算出〉◇ 

 次の２つの方法のどちらか高い額とする。 

①  給料月額に基づき算出する方法  

給料月額 × 月数（組合員期間に対応する月数） 

組 合 員 期 間 月数(倍率) 
３ 年 未 満 10 
３ 年 以 上 ５ 年 未 満 15 
５ 年 以 上 10 年 未 満 25 
10 年 以 上 20 年 未 満 35 
20   年   以   上 45 

（注１） 申込日の属する月の末日まで引き続き組合員であるものと

みなして計算した期間 

（注２） 地方公共団体又は国の共済組合から引き続き組合員となっ

たときは，「組合員期間証明書」（様式集Ｐ72）を提出するこ

とにより組合員期間を通算できる。 

 

 

②  仮定退職手当額に基づき算出する方法  

仮定退職手当額 ＝ 給料月額 × 勤務年数に対応する支給率 

仮定退職手当算出基礎表（県費組合員用） 平成20年３月現在 

勤務年数 率 勤務年数 率 勤務年数 率 勤務年数 率 

1 0.6 11  8.88 21 25.5 31 42.7

2 1.2 12  9.76 22 27.5 32 43.9

3 1.8 13 10.64 23 29.5 33 45.1

4 2.4 14 11.52 24 31.5 34 46.3

5 3.0 15 12.4 25 33.5 35 47.5

6 3.6 16 15.39 26 35.1 36 48.7

7 4.2 17 16.83 27 36.7 37 49.9

8 4.8 18 18.27 28 38.3 38 51.1

9 5.4 19 19.71 29 39.9 39 52.3

10 6.0 20 23.5 30 41.5 40 53.5

なお，市町村費組合員については，当該市町村の退職手当に関する

条例等による退職手当の額とする。 

〈例〉 

９年５ヵ月の場合は，

９年となる。 

 

 - 187 -


